
広
島
県
告
示
第
百
八
号 

 

 
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
建
設

業
者
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日 

二 

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名 

有
限
会
社
大
下
設
備
工
業 

広
島
市
西
区
庚
午
中
四
丁
目
一
〇
番
二
八
号 

代
表
取
締
役 

大
下 

正
義 

三 

被
処
分
者
の
許
可
番
号 

 
 

広
島
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
五
四
〇
一
号 

四 

処
分
の
内
容 

 

１ 

停
止
を
命
じ
た
営
業
の
範
囲 

 
 
 

建
設
業
の
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の
又
は
民
間
工
事
で
あ
っ
て
補
助
金
等
の
交
付
を
受

け
て
い
る
も
の 

（
注
一
） 

「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四

号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
建
設
業
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で

あ
る
建
設
工
事
を
い
う
。 

 
 

（
注
二
） 

「
民
間
工
事
」
と
は
、
上
記
（
注
一
）
以
外
の
建
設
工
事
を
い
う
。 

（
注
三
） 

「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
を
い
う
。 

 

２ 

営
業
の
停
止
を
命
じ
た
期
間 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
ま
で 

五 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

被
処
分
者
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三

十
日
及
び
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
申
請
に
お
い
て
、
技
術
職

員
名
簿
に
記
載
し
た
技
術
職
員
の
常
時
雇
用
及
び
雇
用
期
間
の
確
認
資
料
と
し
て
、
事
実
と
異
な
る
資
料

を
提
出
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
得
た
経
営
事
項
審
査
結
果
を
も
っ
て
、
公
共
工
事
の
発
注
者
に
対
し
て
入

札
参
加
資
格
申
請
を
行
っ
た
。

 
 

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 


